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イスラ ー ムにおける婚姻制疫の諸相

—スンナ派のミスヤ ール婚， ウルフィ ー婚とシ ーア派の一時婚（ムトア婚） 一

青 柳 か お る

はじめに

筆者は従来， ス ー フィズムや哲学などの古典イスラ ーム思想史を研究してき

たが， ガザ ー リ ー (Abu l;Iamid al-GhazalT, 1111年没）＇ の代表作『宗教諸学の再

興(IJ:iya''Ulum al-Dzn)』所収の「婚姻作法の書(Kitab Adah al-Nikal:i)『を翻

訳， 解説したことをきっかけに（青柳2003)， 避妊や中絶の可否といった生命

倫理の問題に取り組むようになった。 その後 さまざまな生命倫理の諸問題を

取り上げてきたが生殖補助医療の間題について調壺しているうちに， 代理出

産や第三者の配偶子を用いる体外受精について， スンナ派とシ ー ア派で大きな

違いが見られるという見通しを得た。 違いが生じる大きな理由は， シ ー ア派は

スンナ派よりも法学者の解釈(ijtihadイジュティハ ー ド）の自由が許されてい

ることと， シ ー ア派には一 時婚(mut'ahムトア， ムトア婚）という特殊な婚姻

制度が存在することであった 3 0
一 時婚とは， 婚姻期間（数日， 数年など）と婚資を条件とする婚姻契約であ

り， スンナ派では認められていない。 この制度により， 妻が不妊の場合， 夫婦

間の体外受梢しか認められないとしても， 夫の梢子と一 時婚の妻の卵子による

受粕卵を体外受精によってつくり，終生婚の妻の子宮に戻すことが可能になる。

また夫の粕子を一 時婚の妻に人工授精することにより， その女性が代理懐胎す

＇ ガザー リ ーは ， イスラ ー ム中興の祖と言われる傑出したスー フィ ー （イスラ ー ム神秘キ義
者）であり ， 神学者 ， 法学者である。 ガザー リ ー について詳しくは ， 青柳2014参照。
2 1/iya', Vol. 2, 34-95.この書の翻訳と解説は ， 青柳2003参照。
3 一時婚の賛否をめぐるスンナ派とシ ー ア派の論争は ， 古典時代から現代まで続いており平
行線をたどっているが ， その詳細な議論については稿を改めたい。..時婚については ， Murata
1987およびHaeri 2014参照。
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ることが川能になるという。 もちろん， このような体外受精や代理出産の解釈

は， すべてのシ ー ア派の法学者が詔めているわけではない。 しかし， スンナ派

の法学者は第三者提供の配偶子や代理祉に反対であることを考えると， 本来は

第三者である女性の卵子との体外受精や， 本来の妻以外の女性による代理出産

が認められるか否かは， スンナ派とシ ー ア派の生殖補助医療において大きな相

違点を成しているといえよう（青柳2016)。

このように筆者は， 生殖補助医療に関するスンナ派とシ ー ア派の見解の比較

を行う一方， イスラ ー ムの特殊な婚姻制度に強い槻心を持った。 スンナ派にお

いて， シ ー ア派の一 時婚と類似した性質をもつ婚姻制度があるとすれば，将来，

スンナ派の生殖補助医療の議論に影聾を与える可能性がある。 よってスンナ派

も含めて， イスラ ー ムの婚姻制度の議論をもう一度見直す必要があるのではな

いだろうか。 実はスンナ派の婚姻制度においても， シ ー ア派の一 時婚とは異な

るものの， ミスヤ ー ル(misyar) 婚とウルフィ ー('urlI) 婚という特殊な形態が

あることはあまり広く知られていない。 本稿では， スンナ派とシ ー ア派双方に

共通するイスラ ー ムの婚姻契約について述べた後， スンナ派のミスヤ ー ル婚と

ウルフィ ー 婚， そしてシ ー ア派の一 時婚について明らかにし， 比較を行いたい。

さらにファトワ ー （法的回答） やネットニュ ー スなどを利用して， それらの特

殊な婚姻制度をめぐる現代のウラマ ー （イスラ ー ム法学者） や女性の見解を取

り上げたい。

第 一章 イスラ ー ムの婚姻制度

まずイスラ ー ムの一般的な婚姻制度を概観するために， ガザー リ ー の「婚姻

作法の書」の第二章「守られるべき女性の契約の状態と， 契約の条件について」

より， 婚姻契約の箇所を引用したい4。 ここで述べる婚姻契約はスンナ派ウラ

マ ー の著書からの引用となるが， シ ー ア派においても共通する。 ただしシ ー ア

1 「婚姻作法の書」第二章では，ガザー リ ー は婚姻契約の他に十）Lの婚姻障害を列挙したり，ど
のような女性と結婚することが望ましいかを論じている。 より詳細なイスラ ー ムの婚姻契約
の説明については， 柳柏2001参照。
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派は後述するように終生婚のほかに一 時婚を認めているのである。

婚姻契約を締結， 解消するための根本的要件と条件は四つである。 1)後見人

(wa!Iワ リ ー いの許叫もし不在なら， 裁判官の許川。 2)父親と相父以外の者

によって結婚 させられる女性の場合はその同意。 3)公正な二人の証人。 4)「婚

姻」もしくは「結婚 させる」というような言葉による申出とそれに続けて行わ

れる承諾。

婚姻の作法について言うと， 後見人に対して伝えられる求婚が先行しなけれ

ばならない。 それは女性のイッダ('iddah待婚期間）中ではいけない。 もし彼

女がイッダに服しているなら， それが終わった後でなくてはいけない。 また他

の男性がすでに求婚していてはいけない。 求婚 された人に求婚することは禁止

されているからである。 婚姻の作法において， 求婚は婚姻に先行する。 そして

神を称える言菓と， 承認と承諾を合わせる。 女性を結婚 させる者は「神に称賛

あれ， 神の使徒に祝福あれ， 私はあなたを私の娘某と結婚 させる」 と言う。 そ

して夫は「神に称賛あれ， 神の使徒に祝福あれ， 私は彼女との婚姻を， この婚

資(�adaqサダ ー ク） において承諾する」と言う。 婚資は決められた額で， 少

なくしておきな さい。 求婚の前の， 神を称える言菓も望ましい。 婚姻の作法に

おいて， 夫のことは妻の耳に入れておくべきである。 そのため， 婚姻の前に彼

女を見ることが好ましい。 それは二人の間を協調 させるためにより適切だから

である。

婚姻の作法において， 婚姻の止当性の基盤となる二人の証人の他に， 正しい

人々の集団が出席していなければならない。 婚姻の作法において， 婚姻の日的

が， スンナ（ムハンマドの慣行・範例）を実践すること， ほかの女性を見るこ

とを避けること， 子供を求めることなどの利点でなければならない。 婚姻の目

的は単なる快楽ではいけない。 それはその（婚姻の）行為を現世的な行為にす

る。 しかし， このこと（快楽）は，（スンナの実践など）これらの意図が入るこ

とを妨げない。 真理の多くは， 快楽と一 致する。 それぞれの人が， 魂の楽しみ

と， 宗教の真理によって同時に動機付けられることは不可能ではないのである

3 花嫁の父親 ， 兄弟 ， 叔父など男性親族を指す。
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(/!;ya', vol. 2, 58-59;青柳2003,76-78)。

以上のようにイスラ ー ムの婚姻契約の場では， 花嫁の後見人， 二人の証人が

出席することが必要である。 また男性から女性に支払う婚資の額を決めておか

なくてはならない。 さらに婚姻契約の場に正しい人々の集団が出席することや，

結婚の日的がスンナの実践や子どもを得ることなどであって， 快楽だけではな

いことが望ましいと されている。

婚姻契約に続き， ガザー リ ー は「婚姻作法の書」 の第三章「共同生活の規則，

婚姻継続中に起こること， 夫婦の義務についての考察」 において十二の規則に

ついて述べている。 その中で「第一の規則 披露宴(wa!Imah)」について引用

したい。 披露宴を行い， 結婚を周囲に周知することについて， 現代の結婚の議

論においても行うべきか否かが論じられることがあるからである。

第一の規則は披露宴である。これは望ましい。 アナスは以下のように言った。 ：

アブドゥッラフマ ーン ・ イブ ン ・ アウフは， 神の使徒に「私はなつめやしの種

の重 さの金で， 女性と結婚しました」 と言った。 彼は 「あなたに祝福があるよ

うに」と言った。 そして羊一頭で披露宴を開いた。 「神の使徒はサフィ ーヤのた

めに， なつめやしとおかゆで披露宴を開いた。 」神の使徒は言った。 「最初の日

の食事は義務である。 二日日の食事はスンナである。 三日日の食事はよい評判

である。 聞かせようとする者を神は間いてくだ さる。 」 さらに夫をお祝いする

ことが望ましい。 新郎のところに米た人は，「神の祝福があなたにありますよう

に。 あなたたち二人が繁栄しますように」と言う。 アブ ー ・ フライラによると，

神の使徒はそれを命じた。 そして婚姻を知らせることが望ましい。 神の使徒は

「合法と非 合法を分けるものは， タ ンバリン（をたたくこと）と（人々の）声で

ある」 と言った。 神の使徒は言った。 「この婚姻を知らせな さい。 それをモス ク

で行いな さい。 タ ンバリンをたたきな さい(!!;ya',vol. 2, 67-68;青柳2003,93-

94)。 」

ムハンマドは， 披露宴を行い， タ ンバリンをたたいたり， 人が声を上げるこ

とによって， 結婚を知らせ， 告知することを義務ではないが， 望ましいことだ

としている。 ここで引用 されるムハンマドのハデイ ー ス（ムハンマドの言行録）

は現代においても秘密裏に結婚するのか， 公に知らせて結婚するのかという

問題に結びつくことになる。
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第二章 スンナ派の特殊な婚姻制度

第一節 ミスヤ ー ル婚

スンナ派において， 上に述べた通常の婚姻契約に基づく婚姻とは異なる婚姻

制度が存在する。 ミスヤ ール(misyar)婚とウルフィ ー (‘ ur打）婚である （＇ 。 ど

ちらも， イスラ ー ム法における結婚制度の一つで， 妻が夫からの扶養される権

利を要求しないことや， 夫と同居せず， 夫が通うことを詔めるなど， 夫婦の義

務と権利の多くを放棄している婚姻制度である。

まず， サウジアラビアでは合法とされるミスヤ ール婚について， 辻上2014を

参照しよう。 ミスヤ ールとは， アラビア語で「行く」あるいは「去る」を意味

するサーラ(sara)の派生語で，「夜をともに過ごさない関係」として理解され

ている。 ミスヤ ールでは， 通常の婚姻契約と同様に， 二人の証人， 新婦の後見

人， 婚資などが必要とされることが一般的であるが， 夫は妻の扶蒼義務がなく，

妻には夫の遺産相続権はない。 このため， 男性側は複婚の際にミスヤ ールを希

望することが多い。 女性の側は，経済的に自立しているが婚期を逃した女性や，

離婚女性寡婦のほか， 第 一夫人にはなれない特定の社会的地位， 年齢などの

女性もまた， ミスヤ ールを受け入れる傾向があると指摘されている。 サウジア

ラビアの複婚の状況について調壺したマイ ・ ヤマニの調査に協力した女性たち

は， シングルで居続けることへの不安， 出産願望， 家族からの結婚の圧力の皿

避恋愛の止当化寡婦に対する社会的蔑視などをミスヤ ールの理由として挙

げた。 結呆的に， ヤマニの研究では， ミスヤ ールの妻や二人H以降の妻は， 結

婚当初こそ夫との関係を楽しめるが長期的には第一夫人家族が優先される傾

向があることが明らかになった（辻上2014 , 130)。

このように， ミスヤ ール婚は概して男性に有利で女性には不利な婚姻形態で

あり， 正当化された自由な男女関係としてミスヤ ール婚を積極的に選ぶ女性も

いるが，さまざまな理由により消極的に選ばざるをえない場合もあるのである。

次に， ファトワ ー 提供ウェブサイトIslamQuestion and Answerにおけるファト

6 どちらも通い婚事実婚， 恨習婚などと言われることもあるが本稿ではアラ ビア語をカ
タカナにした表記にした。
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ワ ー ， さらにサウジアラビア 7 のウェブニュ ー スを参照し， ミスヤ ー ル婚の実態

の一端をみてみよう。 「ミスヤ ー ル婚 — その定義と決まり」には， 以下のよ

うに述べられている 8
0

第一に， ミスヤ ー ル婚とは， 男性が女性とイスラ ー ム法の婚姻契約を結んで

いるが， 女性がいくつかの権利， すなわち住居， 扶養， 男性が夜を過ごすといっ

た権利を放棄している婚姻である。 この種の婚姻が発生した理由には以下の

ようなものがある。

l) 結婚できない独身女性が増えたことである。 なぜなら， 芳い男性が高い

婚資や結婚のコストのために結婚をあきらめてしまうからである。 また離婚率

が高いからである。 そのような状況では，（ミスヤ ー ル婚をして）二番目 ， 三番

目 の妻になり， いくつかの権利を放棄する女性も出てくる。

2) 自分の家族の家に留まる必要のある女性もいるからである。 彼女が家族

を菱うただ一人の扶養者であったり， 女性に防害があって夫にあまり重荷を負

わせたくない場合や， 彼女に子どもがいて， 夫の家に引っ越すことができない

などの理由によって。

3) 既婚男性が， 彼の一番目 の妾と子どもに影讐を与えることなく， 合法的

な快楽(mut'ah) を必要とするために， 女性を確保しておきたいと望む場合が

あるからである。

4) 一番日の妻との関係の悪化を恐れ， 妻に隠れて， 二番Hの妻と結婚した

いという男性もいるからである。

5) 男性がある場所に頻繁に出張し， 長くそこに留まる場合である。 妻とと

もに過ごすほうが， 彼にとっては安心である。

以上が， ミスヤ ー ル婚が現れてきた顕著な理由である。

第二に，ウラマ ーたちはこの種の婚姻の決まりについて意見を異にしている。

7 ミスヤ ー ル婚はスンナ派のムスリム冊界， とくにサウジアラビアとその他の湾岸諸国に広
まっている(Doe 2008, 13)。 イスラー ム世界の経済格品を背景とし， 富裕な湾岸諸国の男性
が， 貧しいエジプトやインドの女性とミスヤ ー ル婚をしているという(Doe 2008, 5)。 また
湾岸諸国からエジプトヘの性的ツアー のビジネスも存在するという(Doe 2008, 23)。
8 https://isl皿qa.info/ar/82390（アラビア語）https://islamqa.info/en/82390（英語）（以下， ウェ
ブサイトはすべて2017年1月4日閲覧）
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そしてそれは許容される(ib曲ah)という見解から， それは忌避されるが許容

されるという見解， さらにそれは禁止される(man' )という見解までさまざま

である。 ここで我々はいくつかの点を指摘しておきたい。

1)これが（それ自体で）無効(butlan)だとか， 正しくない (‘ ad amsihhah) 

と言うウラマ ー はいない。 むしろ彼らがそれを禁止しているのは， それが（事

実上一時婚となる場合，）女性にとって屈辱的なものであり， 女性に不利な影響

与えることが理由である。 またこの婚姻制度が悪怠を持った人々に利用され，

女性が男友逹を夫だと主張するといった社会への影響も理由である。 さらに，

子どもに父視がいないことによって子どもの成長に影響が出るからである。

2)①それは許容されると述べた著名なウラマ ー は， シャイフ ・ アブドゥル ・

アズィ ーズ ・ イブン ・ バ ーズ(Shaykh'Abd al-'AzTz ibn Baz, 1999年没）と シャ

イフ ・ アブドゥル ・ アズィ ーズ ・ ア ー ル ・ シャイフ(Shaykh'Abd al-'Aziz Al 

Shaykh, 1943年～）である。 ②またそれは許容されると述べていたが取り梢し

た著名なウラマ ー は， シャイフ ・ イブン ・ ウサイミ ー ン(Shaykh ibn℃thaymin, 

2001年没）である。 ③それは禁止されると述べた著名なウラマ ー は， シャイフ ・

アル＝アルバ ーニ ー (Shaykh Na�Tr al-DTn al-AlbanT, 1999年没）である 9 0

3)それは許容されると述べた人々は，（ シ ー ア派の）一時婚のように時間制

限を設けるべきだとは述べていない。 そして彼らは後見人がいなくても許容

されるとは述べていない。 なぜなら後見人のいない婚姻は無効 だからである。

そして， 彼らは婚姻契約が証人なしで， または周知されずになされるべきだと

も述べていない叫

第三に， ミスヤ ール婚に関するウラマー の見解は以下の通りである。

l)シャイフ ・ イブン ・ バ ーズは，ミスヤ ール婚について以下のように答えた。：

なにも間題はない。 その婚姻契約がイスラ ー ム法に基づくすべての条件を満た

， 四人のウラ マー は， いずれもサウジアラ ビアの芯名なウラ マーであり， イブン ・ バ ー ズと
ア ール ・ シャイフはグラ ンド・ ムフティ ーである。 イブン ・ バ ー ズについては森2008参照。 ア ー

ル ・ シャイフは， ムハンマド ・ イブン ・ アブドゥル ・ ワッハーブの子孫シャイフ家のウラ
マーである。
l(’ ミスヤ ール婚も• •般の結婚と同様に， 終生婚であり， 後見人と二人の乱人がおり， 周知さ
れる婚姻であるが， 女性の扶養される権利などが放兜されている点が異なるのである。
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しているならば。 つまり後見人が出席し， 両方の側が同意し， 二人の公正な証

人が出席し， 両方の側に婚姻障害がない， という条件である。 もし両者が， 妻

が彼女の家に留まることや， 夫が夜ではなく昼， もしくは特定の昼問 もしく

は特定の夜間に妻と過ごすことに同意しているならば， そこになにも間題はな

い。 結婚が周知 され， 秘密に されない阪り。

2) シ ャイフ ・ アブドゥル ・ アズィ ー ズ ・ アー ル ・ シ ャイフは， ミスヤ ー ル

婚について以下のように答えた。 ：婚姻の条件は， 両者が結び付けられ， 同点

し， 後見人と二人の証人が出席していることである。 もしこの条件が揃い， 結

婚が周知 され， 隠すことに同意せず， 披露宴を行うならば， この結婚は合法で

ある。

3) シ ャイフ ・ アル＝アルバーニー は， ミスヤ ー ル婚について尋ねられると，

それを以下の二つの理由によって禁止した。 1)結婚の目 的は休息である。 「 ま

たかれがあなたがた自身から， あなたがたのために配偶を創られたのはかれ

の印の一つである。 あなたがたはかの女らによって安らぎを得るよう（取り計

らわれ），あなたがたの間に愛と情けの念を植え付けられる。 本当にその中には，

考え深い者への印がある（コー ラン30章2]節）11」と神が言われたように。 しか

し， この種の結婚ではそれは達成 されない。 2) 夫は妻と子どもをもうけるよ

うに命じられている。 しかし夫が妻から離れており， 妻のところにめったに米

ないならば， 子育てに悪影響を及ぼすだろう。

4) シ ャイフ ・ イブ ン ・ ウサイ ミーンは， 許 される(jawaz) と述べていたが

取り梢した。 なぜなら， 悪意を持った人たちに利用 されると， 悪影響を与える

からである。

最後に， 我々が考えていることは以下の通りである。 ：ミスヤ ー ル婚は， 条件

を満たせば合法な婚姻である。 つまり， 申出と受諾， 後見人と証人の出席， 婚

姻の周知があれば， それは合法的な婚姻契約である。 そしてそれは， この種の

結婚を求める状況にある男女にとってはよいことである。 しかし， 宗教的な責

任感の弱い者たちに利用 されてしまうことがある。 そのため， これは一般的に

II コ ー ランの相沢は， 日本ムスリム協会訳を参照した。
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適用 されるべきではな く ， むしろそれぞれのカ ッ プ ルの状況を精企すべきであ

る。 そしてもしこの種の結婚が彼らにとってよければ， それを許し， そうでな

ければそれを禁止すべきである。 そうすれば， 単なる快楽のための結婚を防ぐ

ことができる。

以上のファトワ ー から， ミスヤ ー ル婚はイスラ ー ム法の婚姻契約の条件（後

見人や二人の証人など）を満たしているため合法であるが， ウラマ ー の間でも

賛否両論があることが分かる。 妻と夫が離れて経ら さ ざるを得ない正当な理由

があれば， ミスヤ ー ル婚は双方にとってメ リ ットがある便利な婚姻形態といえ

よう。 おそら く このケ ー スの ミスヤ ー ル婚については多 く のウラマ ー が許可

していると思われる。 しかし ミスヤ ー ル婚を単なる快楽のために利用する場合

については， 許 されないとするウラマ ーもいる。 今後はミスヤ ー ル婚を行う理

由を精壺した上で， 許 されないとする個別のファトワ ー が多 く なってい く ので

はないだろうか。

第二節 現代 に お け る ミ スヤ ー ル婚の事例

次に， ミスヤ ー ル婚に関するムス リ ムたちの見解や， 実際にミスヤ ー ル婚を

行っている人々に関するネットニュ ー ス(2009.6.29付け） を紹介したい巴

サウジアラビアのテ レビ番組， チ ャンネル 1での視聴者からの質間に対し，

「 イスラ ー ムでは一 時婚13は禁l 卜 されている」とサウジアラビアのグランド ・ ム

フティ ーであるシ ャイフ ・ アブドゥル ・ ア ズィ ー ズ ・ アー ル ・ シ ャイフは答え

た。

ミスヤ ー ル婚とは， 普通の結婚のように法的な要件がすべて満た されるもので

あるが， 夫婦は同じ家に一緒に住む必要はな く ， 女性は金銭的な援助といった

権利を放棄する。 番組でムフティ ー が ミスヤ ー ル婚を禁止したと表示が出たの

で誤解 されたのだが， 彼は「 一 時的な ミスヤ ー ル婚」 のことを議論していたの

である。（現地友のように）夫が外国に滞在している間， 婦 国するときに妻と離

婚する意図を持っているような結婚である。

' ' http ://www.arabnews .com/node/325590# 
13 シ ー ア派の一 時婚ではなく， スンナ派の 「一 時的なミスヤ ー ル婚」 を指す。
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その番組で シャイフは， 一時婚 ば快楽のためだけに 行われるもので， イスラ ー

ムでは禁止されていると言って非難していた。 結婚のH的は， 家庭をつくるこ

とであり， 一時婚ではこのようなことにならない。 そして， このような結婚か

ら生まれた子どもの将来は不安定になる。 シャイフは言う。 「私の答えは， 離婚

の意図を持った一時婚に槻するものです。 」夫が夷た ち の面倒を見る必要を強調

する一 方， シャイフは， 結婚を構成 する法的条件が満たされている限り， ミス

ヤ ール婚を禁止してはいない。 しかし彼は， そのような結婚は， 健全な結婚生

活を望む女性には適さないと感 じると付け加えた。
一方， すべての タ イ プの非伝統的な結婚を社会の破滅とみなす人々は， グラ

ンド ・ ムフティ ー は不適切なミスヤ ール婚をついに認めたと主張し， 子どもの

将来も厳しいものになると主張する。 36歳の銀 行員のミスフ ェルは， 結婚に関

して， ミスヤ ール婚や新しく導入された類似の結婚を禁l卜．することが， 若者が

宗教規範に留まることを保証する唯一の方法だと言う。 彼は言う。 「新しい タ イ

プの結婚は， 若者に責任を逃れる簡単な方法を与え， 奇妙な関係を合法化して

います。 イスラ ー ム学者でさえ， それを正当化することは正しくはないでし ょ

う。 」
一方ミスヤ ール婚は， シャ リ ー ア（イスラ ー ム法）の要件を満たしている限

り害はないと言う人もいる。 42歳の病 院職員のマラ ムは， 離婚して二人の子供

がいる。 マラ ムは子ども， 母視， 妹と一紹に住み ， 彼らを養う責任がある。 彼

女は言う。 「どの男性も， 私とともに責任を共有することを受け入れてくれない

でし ょ う。 私も， 終生婚によってフル タ イ ムの責任を負って， 責任が増加する

ことは望んでいませ ん。 」彼女がミスヤ ール婚に同意したのは， 平 日 は夫と会い，

週末は子どもと屈親， 妹のために空けておきたいという特殊な状況のためであ

る。

5歳の子どもの月親で， 教師のヌ ジュ ー ドは， ミスヤ ール婚にはなにも悪いこ

とはないと言う。 彼女は28歳で， トラブルに見舞 われた6年間の結婚生活の後に

離婚した。「枇間が眉を ひそめるように， 私は家族にミスヤ ール婚を認めてほし

いとは期待していませ ん。 しかしそれは， 私のような状況の女性には， とても

便利な タ イ プの結婚です。 」 彼女の夫は， 子どもを彼女に託して再婚した。 「終

生婚は， 私にとって， 仕事と娘に加えて責任が増すことを意味します。 そのよ
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うな結婚は， 子どもの ネ グ レ クトという結果になりそうです。 」

専 門家たちは， 新しい タ イ プの結婚（ ミスヤ ール婚）の堺加について， いく

つかの理由を述べている。（終生婚のために男性が用意する）婚資と生活費の高

騰， （それに伴い終生婚が減るため）未婚女性の増加， 離婚の増加， 家族を養う

責任を負う男性の能力の欠如， 一夫多妻の関係の一 部であることを女性が望む

こと， 働く女性はフル タ イ ムで家族に関 わることが困 難なこと， 男性の仕事の

不安定さなどが理由とされている。

まずこのニ ュ ースでは， サウジアラビアのウラマ ー ， ア ール ・ シャイフの見

解が述べられている。 先に述べたファトワ ーでは， ア ール ・ シャイフは， 婚姻

契約の条件が揃っていれば ミスヤ ール婚を 無条件に認めているようだったが，

このテ レビのイン タ ビュ ー では， 単なる快楽を得るための ミスヤ ール婚では離

婚する可能性が高く， 実質的には期限をもうけた一時婚になってしまう点を批

判し， そのようなミスヤ ール婚は許されないとしている。 また人々の間でも，

ミスヤ ール婚のよい面と悪い面， それぞれどちらを強調するか， また自分の立

場がどのような立場であるかによって， ミスヤ ール婚への考え方も異なってい

ることが読み取れた。

第三節 ウ ル フ ィ ＿婚

続いてミスヤ ール婚とは若 干異なるスンナ派の特殊な婚姻形態であるウル

フィ ー 婚について， 嶺崎2003を参照しながら概観したい。 ウルフィ ー 婚はエジ

プト民法と シャ リ ー アの規定のずれを利用した， 民法上は無効 だが シャ リ ー ア

の規定上は合法な婚姻である。 ウルフィ ー とは 「私的な」 卜慣習的な」 を意味す

る。 エジプト民法は基本的には シャ リ ー アに依拠しているが届 出婚制度を取っ

ており， 婚姻登録を 行 わないウルフィ ー婚は， 民法上は無効である。 婚姻の事

実は家族にも伏せられ， 婚姻は秘密裏に 行われる。 同居は通常 行わない。 ウル

フィ ー 婚は都市の大学生の間で盛 んである（嶺崎2003 , 76-77 )。

ウルフィ ー 婚はハナフィ ー派の シャ リ ー ア解釈に基づく婚姻で， ハ ナフィ ー

派が定める婚姻要件， すな わち 1) ムス リ ムの証人の立会い， 2)婚資をすべ

て満たしている（嶺崎2003 , 76 )。 ただしハ ナフィ ー派以外の学派は， 婚姻必要

要件を 1)二人の ムス リ ムの証人の立会い， 2)女性の後見人の槻与， 3)婚
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資であると定めている。 ハ ナフィ ー派は， 成 年に達しており責任能力のある女

性は後見人によらず自らの婚姻契約を結ぶことができるとする。 四法学派の

説はすべて シャ リ ー ア解釈上合法となるという合意が学派間にあるため， ハ ナ

フィ ー派の説は シャ リ ー ア解釈として正当である。 しかしハ ナフィ ー派以外の

学派は後見人の同意のない婚姻を認めていない。 ハ ナフィ ー派も， 後見人を立

てて婚姻契約を 行うよう強く推奨している（嶺崎2003， 注16 , 17 , 18 )。

このように， ウルフィ ー 婚は「後見人が必ずしも必要ではない」 とするハナ

フィ ー派の説に基づいている点が， ミスヤ ール婚とは異なっているといえよう。

ミスヤ ール婚では後見人は必要である。 またどちらも次に述べる シ ー ア派の一

時婚のように， 婚姻の期間を定めることはなく， 終生婚が前提となっている。

しかしながら実際は， 後述するように大学生のお試し婚のようなケ ースもある

ため一時婚の性格が強く， 結婚を継続する強い意思があるかどうかは， あいま

いであるといえよう。

ウルフィ ー 婚に関するウラマ ー のファトワ ー をみてみよう。 ウルフィ ー 婚を

したが離婚し， その後ほかの男性から求婚されている女性が， ウルフィ ー 婚は

正式な結婚なのかどうかという質間に対する 回答は以下のようになっている。

「ウルフィ ー 婚は無効である。 結婚には必ず後見人の許可が必要である。 後見人

とは視または男兄弟， お じなどある。 また結婚には将来にわたって継続させる

意思が必須であり， これがない結婚はムトア婚と変 わらない。 ムトア婚は シャ

リ ー アで禁 じられている。 ハ ナフィ ー派は後見人の許可なしでの結婚を合法と

しているが， 将米にわたって継続させる意思のない結婚を合法とはしていない

ので， ウルフィ ー 婚はハ ナフィ ー派でも違法である（嶺崎2003 , 77 )。 」

ウルフィ ー 婚がハ ナフィ ー派の シャ リ ー ア解釈上， 止当な婚姻であることに

異議を唱えるウラマ ー はいない。 しかし実休法の レ ヴェルではなく， 法運用の

レ ヴェルでは， 婚姻を継続する意思や婚姻の社会的承認等， 社会規範が定める

婚姻要件が揃っていないことを理由に， ウルフィ ー 婚は シャ リ ー アに照らして

も非合法であるとの解釈を採るウラマ ーが多い。 ウルフィ ー 婚は， エジプト民

法上は無効であり， かつ社会が定めるジェン ダ ー 規範を逸脱している。 しかし

ながら， シャ リ ー ア解釈上は合法である。 この間題に気付いたウラマ ーたちは，

ウルフィ ー 婚の実体法としての合法性を覆すことなく， 社会秩序を乱し， 社会
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規範に背くことを理由として， 法運用において非合法化することで問題に対処

している（嶺崎2003 , 77-78 )。

このように多くのウラマ ー は， ハ ナフィ ー派の解釈に基づけばウルフィ ー 婚

は後見人がいない点については合法であっても， やはり結婚を継続させる意思

がないので， ハ ナフィ ー派においても違法だとしている。 ウルフィ ー 婚によっ

て婚姻外の姦通を避けることはできても， 結局， 社会的承認を得られた結婚で

はないため， 枇間の批判を逃れることはできないようである。

続いて Islam Question and Answer におけるウルフィ ー 婚に関する質疑応答

「 一時婚とウルフィ ー 婚」 をみてみよう。 三年後に正式に結婚するまで， ウル

フィ ー 婚もしくは一時婚をしたいという男 性に対する 匝答は以下の通りであ

る110

まず期限を 区切り， 双方が婚資に同意し， 期 限が来たら婚姻をやめる婚姻形

態である一時婚はハラ ー ム（非合法， 禁忌）な婚姻契約であり， 合法ではない。

これはすでに他の回答で議論されている。 ウルフィ ー 婚に関していうと， そこ

には二つの タ イ プがある。

1)女性が後見人の同意なしに， 秘密裏に結婚した場合， これはハラ ー ムな

婚姻契約であり， 合法ではない。 なぜなら後見人の同意は， 合法な婚姻契約の

条件の ひとつだからである。

2)女性と後見人が同意しているが 結婚の周知がないか， または役所への

登録がないが， 証人はいる結婚の場合， これは必要条件を満たしているので合

法である。 しかし， それは結婚を周知するというイスラ ー ムの要請に反してい

る 1 5。 … …これは 「合法と非合法の違いは， 結婚のときに タ ンバ リ ンをたたき，

声を上 げることである」 という預言者 ムハンマドのハ デ イ ースによって補強さ

れる。

まず l)の 「後見人の同意のない結婚」 は非合法とされている。 一 方， 2) 

では 「女性と後見人が同意しているが， 結婚の周知がない結婚」 と， 「役所への

1 4 https://islamqa.info/ar/45663 （アラ ビア語） https://islamqa.info/en/45663 （英語）
，＇ このフ ァ ト ワーでは， 結婚の周知を合法な結婚の条件とするイブ ン ・ タイ ミ ーヤ， イブ ン ・

カイイ ム ・ アル＝ジャウズ ィ ーヤなどのウラ マーの文言が述べられている。
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登録がないが， 証人はいる結婚（後見人はいない）」が合法と されている。 2)

のうち「役所への登録がないが， 証人はいる結婚」のケ ー スが， 後見人のいな

いケ ー スであり， 先の嶺崎2003で説明 されていたウルフィ ー 婚に相当するのだ

ろう。 このファトワ ー の回答者は， ファトワ ー の後半で結婚を周知すべきだと

いう見解を述べており， たとえ後見人がいても結婚の周知がない結婚には批判

的なようである。

さらにIslam Onlineに掲載 されていた「イマ ー ム（モス クの説教師）や後見人

のいない結婚」の質疑応答をみてみよう16。 テ キサスのサウス ・ プ レイン ズ ・ イ

スラ ー ム ・ セン タ ー 長のシ ャイフ ・ ムハンマド アル ＝ モフ タ ル アル ＝ シン

キ ー ティ ー (Sheikh Mohamed el-Moctar el-Shinqiti) の回答は， 以下の通りであ

る。「これは受け人れられない。 イスラ ー ムの婚姻契約で重要な条件は， 証人に

よる証言と公への周知である。 これは夫婦の将来を保証し， また人々が子ども

の父視が分かるようにするからである。 婚姻契約の方法として， シ ャイフやイ

マ ー ムは必ずしも必要ではないが， 後見人については， ハナフィ ー 派を除くす

べてのウラマ ー が必要だとしている。 とくに女性が若かったり， 初婚の場合，

彼女の後見人の同意は非 常に重要である。 」

またエジプトのファトワ ー ）j' (Dar al-Ifta'） の グランド ・ ムフティ ー （最高

ィ スラ ー ム法官， 在任2003-2013) を務めたウラマ ー ， アリ ー ・ ゴ ムア（ らAlI

Gom'ah,  1952~) は，「既婚男性が， 視しくなったほかの女性と秘密裏に結婚す

ることはできますか ？ 」 という質間に対し，「秘密裏の結婚は合法であるが， 結

婚は公にすべきことであり， そのような関係からは身を引くべきである」と皿

答している＂。

このようにハナフィ ー 派が広まっているエジプトでは， ウルフィ ー 婚は合法

と されている。 ただし， たとえウ ルフィ ー 婚がイスラ ー ム法的には合法でも，

後見人もなく， 役所にも無届の結婚であり， 公的， 社会的には認められにくい

形態であるといえよう。 そのため， そのような結婚を避けて， 結婚を公にする

1 6 http://archive .is1amon1ine .net/?p= l424 (marriage without imam or wali) 
1 7  https://www.youtube.com/watch7v=ptR374rF3-Q 「無届 の ウ ル フ ィ ー 婚 は 合 法 な の か ？ 」 Is
'Urfi (unregistered) marriage lawful? Dar al-Ifta' in Egypt 
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ことが望ましいと されている。 この節で引用したファトワ ー はウルフィ ー 婚の

是非 に関する回答であるため， 実際にウルフィ ー 婚をしている人からの質疑応

答について検討することが今後の課題である。

第三章 シ ー ア 派の一 時婚 （ム ト ア婚）

第 一節 一 時婚

シ ー ア派法学において認められている 一 時婚とは， 婚姻期間と婚資(ajr,

mahr)を条件とする婚姻契約である。 一 時婚は，イスラ ー ム初期にば慣行となっ

ていたが， スンナ派は預言者ムハンマドが禁止したとする。 しかしシ ー ア派は

その合法性を主張する。 この制度は， 姦通と私生児出産阻止のための制度だと

いえる。 待婚期間を無視する者は， 姦通罪に間われる（村 田 2002)。
一 時婚の法学的な規定は以下の通りである。 1) 一 時婚の契約では， すべて

の契約と同様に申出と承諾が行われる。 また婚姻期間と婚資を定めなくてはな

らない。 婚姻期間は， 一日， 数か月 ， 数年などの期間が可能である叫 一 時婚に

は証人 ぱ必要なく， 裁判官も不要である。 2) 一 時婚を結ぶ柑手の女性は独身

でなければならず，シ ー ア派であることが望ましい叫 不信仰者との一 時婚は非

合法である。 後見人は必要ないが， 女性が処女の場合は父視の同意が必要とい

う法学者もいる。 すでに四人の妻を持っていても， 旅行中のときなどに一 時婚

をすることができる。 3) 一 時婚は合意した期間がきたら終了する。 延長する

ことはできず， 新しい一 時婚の契約を結ぶ必要がある。 4) 男性は， 女性に食

糧や家を与える必要はない。 またお互いの財産を相続することはできないが，

契約によっては可能とする法学者もいる。 子どもができれば，父親に属する

(Heffening n.d.)。

1 8 一時婚では． 2時 間や99年間 な ど， 期 間を明確にする(Haeri 2014, 52) 。 なお 終生婚と一時
婚の比較衣については， Haeri 2014, 60参照。
19 異教徒との一 時婚について， 男 性ムスリムにとって一 時婚が許 さ れる異教徒の女性は， 啓
典の民 つ ま り キ リスト教徒とユ ダヤ教徒， そして まれに ゾ ロ ア ス タ ー教徒 で ある(Haeri
2014, 36, 52) 。 なお， シ ー ア派の男性はスンナ派のムスリム女性と. . 時婚をする こ ともn［能
で ある。
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一 時婚の解消は離婚宜言によるのではなく期限によるが， 男性が終わらせた

ければ終わらせることができる(Haeri 2014, 56)。 待婚期間は2回の月 経であり，

45日とされる。 一 時婚を更新することも川能であり， その場合待婚期間を待っ

必要はない。 一 時婚では夫婦の権利と義務は最低 限であり， 男性は女性の性の

使用権を獲得し， 女性は報酬を受け取り， それ以外の経済的支援を受けること

はできない。 男性は女性の使用権を持つだけで所有権は持たないので， 女性は

完全に支配 されるわけではない(Haeri 2014, 57-59)。

また性的関係を持たない夫婦を通じて， 周りの血縁者が親戚関係になれると

いった社会的な利便性のための一 時婚や， 旅行中の空間と出費をシェ アするた

めの一 時婚など性交渉を伴わない一 時婚もあるという(Haeri 2014, 89-93)200 

シ ー ア派の一 時婚は， 1) 後見人が不要である点が， ウルフィ ー 婚と同じで

ある。 （ミスヤ ー ル婚は後見人が必要。 ） 2) 婚姻期間を決める点が， ミスヤ ー

ル婚およびウルフィ ー 婚と大きく異なっている。 一 時婚は， 離婚を前提として

いる点が， スンナ派から批判 されることになるのである。 しかしどの タ イプの

結婚であっても， 男性側の婚資の支払いは必要であり， また女性が扶養しても

らう権利や一緒に過ごす権利を放棄する点が共通している。 よってこれらはす

べて女性にとって不利な結婚であるが それでもこれらの結婚を利用する女性

もおり， 性的関係を持たない場合も含め， さま ざまなケ ー スがみられるのであ

る。 さらに近年では， イギ リ スの大学生などの間でお試し婚が行われていると

いう。 現代の一 時婚の具体的事例について， 次節でみていきたい。

第 二節 現代 に お け る 一 時婚の事例

本節では， ネットに掲載 された一 時婚のニュ ー スを紹介したい。 イギ リ スの

お試し婚としての一 時婚と， イラ クにおける生活のための一 時婚の二つの事例

である。

加 生殖補助 医療 に お け る 一時婚 も ， 性的 関係を持たず に 配偶子を得 る 手段 と し で性的関係を
持たない 一時婚に挙げ ら れ よ う 。 詳 し く は ， 青柳2016参照。 生殖補助医療の問題に つ い て は．
さ ら に稿を改め て 論 じ た い。 も ち ろ んイ＜妊の妻を持つ夫がほ かの女性 と . .時婚を行い ， fど
も を も う け る 場合 も あ る 。 Haeriは ． 夫が秘密裏に子ども を も う け てし く な り ， 夫の死後 ， そ
の女性 と 子ど も に財軒を取 ら れて し ま っ た妻の例を挙げて い る (Haeri 20 14 ,  87) 。
' ' http://www.urumah.com/forum/showthread.php?364249-UK-Shiite-Muslims-Revive-Mut%92ah
Marriages 
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「イギ リ スのシ ー ア派ムス リ ムに一 時婚が復活している」(2013.5.13付け）21

イギ リ スのシ ー ア派ムス リ ムが， 宗教的信条と西洋の現代的ライフス タ イル

とのバランスをとって， 隠れた売春としてスンナ派の法学者に拒否 されている
一 時婚に回婦している。

BBCによると， 30歳のサラは語っている。 ：私たちは， シ ャ リ ー アを破ること

なく会うことが許 されています。 結婚する前に， 私たちはデートしたり， 夕 食

や買い物に行き， お互いを知りたいのです。 サラは， 酉洋のライフス タ イルに

合わせるために一 時婚を利用している多くの若者の一人である。 彼女は， 終生

婚の前に， パ ートナーと6か月 の一 時婚をしている。「これは基本的に契約です。

未婚の女性は，父親の許可なく条件を明記することができます。 」「私たちは，

婚姻の期間， 私の父親の条件， 婚資について明文化します。 」

数時間， 数日， 数か月 ， 数年， 一 時婚はイギ リ スのシ ー ア派学生の間で人気

である。 ブ ラッドフ ォ ード大学イスラ ー ム協会会長のオマ ル ・ ファルー クは言

う。「学生たちが以前より事情通になっているため， 一 時婚は流行しています。 学

生たちはイスラ ー ムの視点から彼らの諸間題を解決しようとしています。 ほか

にどうすればいいのでし ょ う。 彼らは恋人を持つことをあきらめなければなら

なくなります。多くの人々はそれを語りません。 それはまだ タ ブ ー だからです。 」

しかしスンナ派学者は， この実践はハ ラ ー ム（非 合法） であるとし， 隠れた

売春だと非 難する。 イギ リ スのイスラ ー ム ・ シ ャ リ ー ア協議会のスンナ派ムス

リ ム， ホラ・ ハ サンは言う。 ： 「私は， スンナ派学者で一 時婚をハ ラ ー ル（合法）

だと言う人に会ったことがありません。 」 彼女は， それは時間を決めていること

から売春と同じだと言う。「 一 時婚と売春に違いはありません。 結婚の期間が決

まっていること， 婚資を男性が女性に払うことは， 売春婦に代金を払うのと同

じです。 」
一方， これを宗教的に合法化 された性交渉とみる ムス リ ムもいる。 オ マ ル ・

ア リ ー ・ グラントは13回の一 時婚をしたことがあるが， 一 時婚は婚前交渉とし

て利用したことを認めている。「性交渉はハ ラ ー ムではありません。 イスラ ー ム

では， 性交渉は否定的な意味はなく， 不潔なものでもありません。 イスラ ー ム

が言っているのは， 責任のある大人たちの同意のもとで性交渉が行われるべき

だということです。 」
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イギ リ スは， 270万人近 く のかなり大きなムス リ ム・ マイノ リ ティ ー の拠点で

ある。 社会が強固なものとなり道徳が保たれることは， 男女の合法的結合に依

拠しているために， イスラ ー ムにおいて結婚は重要である。 よって預言者の教

友たちの多 く は， 一 時婚は絶対的にハ ラ ー ムと考えている。

「南イラ クで一 時婚が流行」(2009.6.12付け）訟

ナジ ャフに住む三人の子どもの栂親であるサ ミラ ・ アブドゥッラ ー ・ シェ ヒ

ムは， 元夫の友人の椙じられない言葉を聞いて耳を疑った。 「彼は私に一片の金

と数か月 の収入と交換に， 一 時婚を申し出たのです。 」南部の都市ナジ ャフの32

歳の寡婦は以下のように語った。「彼は言いました。 これは楽しみのための結婚

で， 彼の好きな時にいつでもやめることができると。 」

ムト ア婚として知られる一 時婚は， 数時間から数か月 ， もし く は一年などの

幅がある。 女性が得られる代金は一か月 100ド ルから1000ド ルである。 さらに金

の贈り物やそれに相当するお金を初日に受け取る。 スンナ派学者は， そのよう

な関係は禁止であり，結婚は期間を決めてはいけないと言う。 一方シ ー ア派は，

ムト ア婚は許可 されると考える。

子どもに食事を与えるために仕事を探していたシェ ヒ ムは以下のように言

う。「私はとても不快でした。 とてもシ ョ ッ クで，彼に出て行ってと叫びました。 」

しかし数週間後 シェ ヒ ムは元夫の友人に電話していた。「私は自分の行動をお

詫びし， 彼の申出を受け入れたのです。 」
一 時婚はイラ クの， 主に南部のシ ー ア派地域で流行している。 と く に， カ ル

バラ ー ， ナジ ャフ， ムサンナー ， バスラである。 公式な数字はないが， 地方の

機関は南部では毎日200件の一 時婚が生じていると見積もっている。 シ ー ア派法

学者のアブドゥル ・ ラ ヒ ー ム ・ ハ サン ・ ハ ラフは，「 普段， 私は一日三つの一 時

婚を締結 させている」 と述べた。 ムト ア婚はサダム ・ フセインのもとで廃止 さ

れ， 罰金が科 されるか投獄された。 しかし2003年のイラ ク戦争の後， シ ー ア派

政府のもとでこの現象が流行になったのである。

シェ ヒ ムは， 申出を受け入れたことによって火に飛び込んだことに気づかな

22 http://www.wlurnl .org/node/5743 
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かった。 彼女の状況を利用して， 男性は最初に申し出た金額の半分しか払わな

かった。 彼女が妊娠すると， 状況は さらに悪 く なった。 彼は彼女に中絶を強要

し， 合意を破り， 彼女を援助なしに一人にして， 彼女は近所から売春婦の烙印

を押 されてしまった。

人権活動家は， 助けのない貧しい女性はいつもそのような関係の中で味方を

失うと言う。 バスラの女性活動家， ラナ ・ ハ リド ・ ムサウィ は言う。 「一 時婚を

受け入れる女性は， 二つの グ ルー プに分けられます。 一 つ は寡婦で， 子どもを

養うために自暴自兜な結婚をします。 これが多数派です。 もう一 つは， より楽

に生活したい女性たちです。 」 ムサウィ は「シェ ヒ ムのような女性は， イラ クの

法律ではなんの保護も受けられません」と不満を述べる。「 多 く の人々によって

誤解 された宗教の保設のもとで， 彼女たち ば性の対象として利用 されていま

す。 」一 時婚を締結 させているバスラのシ ー ア派法学者のハ ラフで さえ， うん ざ

りしている。 「過去数か月 ， 一 週間もし く は数日で， 一 時婚の夫が去ってしま

い， 女性たちが私のところに戻って く るのではないかと心配しています。 」

バグダードのスンナ派学者のマ フム ード ・ ラビアは， イスラ ー ムにおける結

婚の道徳的価値を破壊する一 時婚を， 合法的売春のカ モフラ ージュであるとし

て非 難している。 「彼らはそれをただ一 つの目 的， つ まり性的快楽のためだけに

やっています。 そしてこれはムス リ ム社会では受け入れられないのです。 」

以上に述べたイギ リ スの事例は， 若者が終生婚の前に， お試し婚として行っ

ている一 時婚である。 もちろん真剣なお試し婚の場合もあるだろうが， 単なる

婚前交渉になっている場合もあり， 賛否両論があるようである。 イラ クの事例

は， 女性が生活苦から逃れるための一 時婚である。 しかし女性は男性にきちん

と婚資を支払ってもらえなかったり， 妊娠すると捨てられるなど不利な状況に

置かれることも多いようである。

論
士
口象

本稿では， イスラ ー ムの婚姻制度について輻広 く 考察してきた。 イスラ ー ム

法で合法と される婚姻契約には後見人， 二人の証人， 婚資が必要である。 しか

しスンナ派の ミスヤ ー ル婚では， 妻が夫によって扶養 される権利や夫と同居す
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る 権利 を 放棄す る こ と が詔 め ら れ て い る 。 ス ン ナ 派の ウ ル フ ィ ー 婚 で は 後見

人 が 必 要 と さ れず， 秘密裏 に 結 婚す る こ と が川 能 で あ る 。 ど ち ら の ケ ー ス も ，

女性が不利 で は あ る が， 女性 の ほ う が M 居 し な い 結婚形態 を 望 む 場合 も あ り ，

さ ま ざ ま な 動機か ら 行 わ れ て い る 。

ま た シ ー ア 派の 一 時婚 は ， 前 も っ て 婚姻期 間 を 定 め る と い う 点 がス ン ナ 派 の

二 つ の 婚姻制 度 と は 大 き く 異 な っ て い る 。 一 時婚 は 生活苦 の 女性が行 う ケ ー ス

以外に も ， 若者の お 試 し 婚 や ， 第 三 者 の 配偶子 を 得 る た め の 生殖補助 医療 さ

ら に 結婚 し て い る メ リ ッ ト を 享受す る だ け の性 的 槻係 を 持 た な い も の ま で ， 幅

広 い 目 的 で行 わ れ て い る の で あ る 。

＊ 本 稿 は ， 平 成 二 七 ～ 二 八 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 （基 盤 研 究 (c) 課 題 番 号

1 5K02056) ， 平成二八年 度科学研究費補助金 （基盤研究 (B) 課題番号 1 6H03538)

に よ る 研究 成 呆 の 一 部 で あ る 。
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